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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月8日(2018.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセサリ装置を装着可能な光学機器であって、
　前記アクセサリ装置の駆動手段によって駆動される被駆動部材と、
　前記被駆動部材が所定の位置に到達すると、前記駆動手段の駆動を停止させるために前
記アクセサリ装置に対して所定の信号を送信する通信手段と、を有することを特徴とする
光学機器。
【請求項２】
　前記通信手段は、前記アクセサリ装置との通信に用いられる第１の通信端子と、前記第
１の通信端子とは異なる第２の通信端子と、を備え、前記第２の通信端子を用いて前記ア
クセサリ装置に対して第１の信号を送信している場合に前記被駆動部材が前記所定の位置
に到達すると、前記第２の通信端子を用いて前記アクセサリ装置に送信する前記第１の信
号を第２の信号に切り替えることを特徴とする請求項１に記載の光学機器。
【請求項３】
　前記第１の信号と前記第２の信号は電圧レベルが異なることを特徴とする請求項２に記
載の光学機器。
【請求項４】
　前記所定の位置は、前記被駆動部材の駆動範囲の端位置であることを特徴とする請求項
１から３のいずれか１項に記載の光学機器。
【請求項５】
　前記所定の位置は、前記アクセサリ装置が指定する位置であることを特徴とする請求項
１から３のいずれか１項に記載の光学機器。
【請求項６】
　前記通信手段は、前記光学機器および前記アクセサリ装置が起動状態である場合には前
記駆動部材を停止させるための信号を送信し、前記光学機器が起動状態かつ前記アクセサ
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リ装置が省電力状態である場合には前記アクセサリ装置を起動状態に移行させるための信
号を送信し、前記光学機器が省電力状態である場合には前記光学機器が省電力状態である
ことを示す信号を送信することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の光学
機器。
【請求項７】
　前記被駆動部材は変倍レンズであり、
　前記アクセサリ装置により前記変倍レンズが駆動されることでズーム操作が行われるこ
とを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の光学機器。
【請求項８】
　光学機器に装着可能なアクセサリ装置であって、
　前記光学機器の被駆動部材を駆動する駆動手段と、
　前記被駆動部材が所定の位置に到達したときに、前記駆動手段の駆動を停止させるため
の所定の信号を前記光学機器から受信するアクセサリ通信手段と、を有することを特徴と
するアクセサリ装置。
【請求項９】
　前記アクセサリ通信手段は、前記光学機器との通信に用いられる第１の通信端子と、前
記第１の通信端子とは異なる第２の通信端子と、を備え、前記第２の通信端子を用いて前
記光学機器から第１の信号を受信している場合に前記被駆動部材が前記所定の位置に到達
すると、前記第２の通信端子を用いて前記光学機器から第２の信号を受信することを特徴
とする請求項８に記載のアクセサリ装置。
【請求項１０】
　前記第１の信号と前記第２の信号は電圧レベルが異なることを特徴とする請求項９に記
載のアクセサリ装置。
【請求項１１】
　前記駆動手段は、前記アクセサリ通信手段が前記所定の信号を受信することに応じて停
止することを特徴とする請求項８から１０のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
【請求項１２】
　前記所定の位置は、前記被駆動部材の駆動範囲の端位置であることを特徴とする請求項
８から１１のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
【請求項１３】
　前記所定の位置は、前記アクセサリ装置が指定する位置であることを特徴とする請求項
８から１１のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
【請求項１４】
　前記アクセサリ通信手段は、前記光学機器および前記アクセサリ装置が起動状態である
場合には前記駆動部材を停止させるための信号を受信し、前記光学機器が起動状態かつ前
記アクセサリ装置が省電力状態である場合には前記アクセサリ装置を起動状態に移行させ
るための信号を受信し、前記光学機器が省電力状態である場合には前記光学機器が省電力
状態であることを示す信号を受信することを特徴とする請求項８から１３のいずれか１項
に記載のアクセサリ装置。
【請求項１５】
　前記被駆動部材は変倍レンズであり、
　前記アクセサリ装置は、前記変倍レンズを駆動することで前記光学機器のズーム操作を
行うことを特徴とする請求項８から１４のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
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